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第１章 総論 
 

１ 計画策定の趣旨 

男女平等参画を取り巻く国際的な社会情勢は、国連による持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧ

ｓの目標の1つとして「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられ、各国で女性の政策・方針決定

過程への参画が拡大するなど、大きく変化しています。 

一方、日本の女性の参画状況は、世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数２０

２１によると、世界１５６ヵ国中１２０位と、他国と比べ遅れをとっています。また、新型コロナ

ウイルス感染症拡大によるライフスタイルの変化により、リモートワークをはじめとする多様な働

き方への工夫が進む一方で、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）や性暴力の被害が顕在化する

など、身近な社会生活においても影響が表れています。 

町田市では、２００１年（平成１３年）２月に男女が平等で、一人ひとりの人権を尊重し合い、

個性と能力を十分に発揮し、自立して生きる社会をめざす、「男女平等参画都市宣言」を行いまし

た。また、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に定める、「市町村男女共同参画計画」として、

同法制定以前の１９９４年に策定した「町田市女性行動計画」を第１次計画と位置づけ、これを引

き継ぐ形で２０１７年には「一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第４次町田市男女平

等推進計画）」を策定し、男女平等参画に関する施策を総合的に推進してきました。 

さらに、町田市では基本計画・基本構想である「まちだ未来づくりビジョン2040」（２０２２年

４月～２０３９年３月）の策定において、政策の１つとして「ありのまま自分を表現できるまちに

なる」を掲げることで、「一人ひとりの個性を大切にする地域をつくる」施策を推進していくことと

しています。 

本計画は、男女平等参画社会の形成に関して本市がめざしている方向性や施策を明らかにするこ

とにより、市内で活動するあらゆる市民・事業者等の理解と協力を得るとともに、さらなる参画を

期待するものです。また、多様性を認め合い、一人ひとりがその人らしく生きることができる社会

の実現をめざすためのものであり、今後の本市における男女平等参画に関する取り組みを一層充実

し、総合的かつ計画的に推進するため、「一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第５次町

田市男女平等推進計画）」を策定します。 
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２ 計画策定の背景 

（１）世界の動き 

●国際婦人年の最後の年である１９８５年（昭和６０年）７月にナイロビで「国連婦人の１０年最終年

世界会議（第３回世界女性会議）」が開催され、２０００年に向けた行動指針である「ナイロビ将来戦

略」が採択されました。 

●１９９３年（平成５年）１２月に国連総会で「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」が採択さ

れ、女性に対する暴力が重大な人権侵害であり、その根絶が急務であることが確認されました。 

●１９９５年（平成７年）９月に北京で「第４回世界女性会議」が開催され、｢ナイロビ将来戦略｣

について各国の進捗状況を把握するとともに、２１世紀に向けて真の男女平等を実現するために

「女性のエンパワーメント」「女性の人権の尊重」「パートナーシップ」の３つの柱を国際的指針

として取り上げた「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。 

●２０００年（平成１２年）６月にニューヨークで「女性２０００年会議：２１世紀に向けての男

女平等・開発・平和」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」に基づいた各国の取り組みの成果を

確認するとともに、さらに強化すべき取り組みを共有し、「成果文書」と「政治宣言」が採択され

ました。 

●２００５年（平成１７年）１２月にニューヨークで「第４９回国連婦人の地位委員会（北京＋１

０）」が開催され、「北京宣言及び行動綱領」などの評価・見直しを目的とした、１０項目にわた

る女性の地位に関する決議が採択され、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進が持続

可能な開発のために不可欠であることが示されました。 

●２０１０年（平成２２年）３月にニューヨークで「第５４回国連婦人の地位委員会（北京＋１５）」

が開催され、国連機能強化におけるジェンダー４機関の統合などの決議が採択されました。その

結果、２０１１年（平成２３年）１月に「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国

連機関（ＵＮＷｏｍｅｎ）」が発足し、女性の政治参画とリーダーシップの促進、女性の経済的エ

ンパワーメント等を重点分野として取り組んでいます。 

●２０１５年（平成２７年）３月にニューヨークで「第５９回国連婦人の地位委員会（北京＋２０）」

が開催され、「北京宣言及び行動綱領」の確実な実現に向けて具体的な行動を取ることが表明さ

れました。 

 

●２０２０年（令和２年）３月に「第６４回国連女性の地位委員会（北京＋２５）」がニューヨーク

で開催され、これまでの取り組み状況に関する世界規模のレビューを行いました。 
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（２）国の動き 

●国では、１９９９年（平成１１年）６月に「男女共同参画社会基本法」が制定され、男女が、互

いにその人権を尊重し、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現を、２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置づけました。これに基づいて２０００年（平成１２年）１２月に「男女共同参画基本計画」が

策定され、その後、数次の改定が行われ、社会の変化に対応し男女平等の実現に向けた取り組み

の推進がなされてきました。また、同法では、地方公共団体においても基本的な計画として「男

女共同参画計画」の策定が努力義務とされました。 

●２０１３年（平成２５年）７月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（Ｄ

Ｖ防止法）」の一部改正が行われました。これにより、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力

及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法を適用することとし、

法律名も「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。 

●２０１５年（平成２７年）８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定さ

れました。その中では、女性の採用・登用・能力開発のための事業主行動計画の策定が国や地方

公共団体、民間事業主に義務付けられる※とともに、地方公共団体に当該区域内における女性の

職業生活における活躍についての推進計画の策定が努力義務とされました。 

※２０２２年４月から労働者が１００人以下（これまでは３００人以下）の民間事業主について

は努力義務 

●２０２０年（令和２年）１２月に「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、２０２５年度ま

での男女共同参画施策について基本的方向や具体的な取り組みがまとめられました。その中では、

「男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力あ

る持続可能な社会」等の４つの目指すべき社会が掲げられました。 
 

（３）東京都の動き 

●１９９８年（平成１０年）３月に男女平等推進のための東京都行動計画として、｢男女が平等に参

画するまち東京プラン｣が策定されました。また、２０００年（平成１２年）３月に全国の自治体

に先がけて東京都男女平等参画基本条例が制定され、２００２年（平成１４年）１月に新たな行動

計画「男女平等参画のための東京都行動計画（チャンス＆サポート東京プラン２００２）」が策定

されました。その後、５年ごとに改定が行われ、男女平等に関する取り組みが積極的に推進され

ています。 

●２０１７年（平成２９年）３月に「男女平等参画のための東京都行動計画」及び「東京都配偶者

暴力対策基本計画」の両計画を改定し「東京都男女平等参画推進総合計画」が策定されました。

この計画は、国の「ＤＶ防止法」に基づき、東京都における配偶者暴力対策の施策を体系的に示

す「東京都配偶者暴力対策基本計画」と、「男女平等参画のための東京都行動計画」における女性

の活躍推進の視点を追加・充実させ改定した、女性活躍推進法に基づく「東京都女性活躍推進計

画」の両計画で構成されています。 
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●２０１８年（平成３０年）１０月にいかなる種類の差別も許されないというオリンピック憲章の

理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的として、「東京都オリンピック憲章にう

たわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」を制定しました。 

 

（４）市の動き 

●本市では、１９９４年（平成６年）３月に「町田市女性行動計画検討委員会」からの提言を受

け、｢町田市女性行動計画―まちだ女性プラン｣を策定しました。この計画は、あらゆる分野にお

ける男女平等参画をめざし、市役所の全ての部署において女性の地位向上や男女差別撤廃の視

点で従来の業務を見直し、策定したものです。 

 

●その後、市の組織として設置された男女平等推進会議により各種事業の進捗状況を把握するとと

もに、施策の検討を重ね、１９９７年（平成９年）３月に「町田市女性行動計画―まちだ女性プ

ラン進捗状況報告書」を発行するとともに、これまでの施策をジェンダーに敏感な視点から見直

し、１９９８年（平成１０年）５月に「改訂版 町田市女性行動計画―まちだ女性プラン」を策定

しました。さらに２０００年（平成１２年）３月にその進捗状況報告書を作成しました。 

 

●１９９９年（平成１１年）１２月に市民と行政が女性問題解決のため、ともに活動していく拠点

として「男女平等推進センター」を設置し、市民参画によりその機能の充実を図ってきました。 

 

●２００１年（平成１３年）２月に「男女平等参画都市宣言」を行い、社会のあらゆる領域で男女

の真の平等と真の参画を推進していくことを明らかにしました。 

 

●２００２年（平成１４年）３月に、「町田市男女平等推進計画」を策定しました。この計画は、男

女共同参画社会基本法、国の「男女共同参画基本計画」、都の「男女平等参画基本条例」を勘案し

て初めて策定する計画でした。また、町田市男女共同参画懇談会からの「町田市第２次女性行動

計画（男女平等推進計画）策定に当たっての基本的な考え方」と題した報告と、「町田市男女平等

に関するアンケート調査」から得られた市民の要望、意見を反映したものとなりました。 

 

●２０１３年（平成２５年）３月に、「第３次町田市男女平等推進計画」を策定しました。この計画 

では、「男女平等参画社会推進への取り組み・支援」、「配偶者等からの暴力防止の取り組み」、「仕 

事と家庭の両立支援」の視点を柱として取り組みました。 

 

●２０１７年（平成２９年）３月に、「一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第４次町田

市男女平等推進計画）」を策定し、引き続き「配偶者等からの暴力防止の取り組み」、「仕事と家庭

の両立支援」の視点を柱として取り組みました。また、環境の変化を踏まえ、ＤＶに関する警察

や市役所内での連携強化や、ワーク・ライフ・バランス推進企業の表彰制度に関する評価基準の

見直しなどを行い、「その人らしさを発揮できる社会」の実現につなげてきました。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は以下のように国や都の関連計画や市の各計画との整合を図り、推進します。 

 

（１）本計画は、「町田市女性行動計画―まちだ女性プラン（第１次）」を発展させた「町田市男女

平等推進計画（第２次）」「第３次町田市男女平等推進計画」「第４次町田市男女平等推進計

画」を基礎に、現状に即した新たな施策を加えて「男女平等参画社会」を実現するための施

策推進の指針とするものです。 

（２）本計画は、国の「男女共同参画社会基本法」「第５次男女共同参画基本計画」及び東京都の

「男女平等参画基本条例」「男女平等参画推進総合計画」「オリンピック憲章にうたわれる人

権尊重の理念の実現を目指す条例」を踏まえて策定しています。 

（３）本計画は、「まちだ未来づくりビジョン 2040」「男女平等参画都市宣言」に基づき、関連計

画との整合性を図りながら策定しています。 

（４）本計画は、町田市男女平等参画協議会における意見や、「町田市男女平等参画に関するアンケ

ート調査」結果など、市民や市内事業者からの意見及び調査結果を尊重しています。 

（５）本計画のめざすべき姿Ⅰ基本目標２「配偶者等からのあらゆる暴力の根絶」基本施策Ⅰ-２-

１～２は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３項に基

づく、本市における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す

る基本的な計画」（ＤＶ防止基本計画）に位置づけます。 

（６）本計画のめざすべき姿Ⅱ基本目標１「雇用や職業等の場における男女平等参画の推進」、基本目

標３「あらゆる分野における男女平等参画の推進」基本施策Ⅱ-３-１は、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく、本市における「女性の職業生活における活躍

推進計画」（女性活躍推進計画）に位置づけます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都男女平等 

参画基本条例 
（2000 年 4 月 1 日施行） 

 
東京都男女平等参画 

推進総合計画 
（2022～2026 年度） 

 

整 合 

男女平等参画都市宣言 
（2001 年 2 月 1 日） 

基づく 

 
まちだ未来づくり 
ビジョン 2040 

町田市 

5 カ年計画 22-26 
（2022～2026 年度） 

東京都オリンピック憲章

にうたわれる人権尊重の

理念の実現を目指す条例 
（2018 年 10 月 15 日施行） 

適 合 

 

適 合 

 

 

 

男女共同参画 

社会基本法 
（1999 年 6 月 23 日施行） 

女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律 
（2015 年 9 月 4 日施行） 

第５次男女共同 

参画基本計画 
（2020 年 12 月 25 日閣議決定） 

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律 
（2001 年 10 月 13 日施行） 

東京都 

国 

ＤＶ防止基本計画 

女性活躍推進計画 

本計画 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、２０２２年度から２０２６年度の５年間とします。 

 

５ 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、２０２１年４月～５月にかけて実施した市民意識調査をはじめとす

る各種調査・資料を基に、各会議体での検討を行い、市民・学識経験者・庁内関係部署の意見を把

握し、反映に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計

画

の

検

討 

めざすべき姿の設定・具体的な推進施策のとりまとめ 

・計画体系及び素案の検討 

＜町田市男女平等参画に関するアンケート調査＞ 

町田市内全域から、市内在住の満２０歳以上の男女個人 
各１，５００人対象（計３，０００人） 有効回収率４２．９％ 

 

調
査
・
資
料(

計
画
の
基
礎
と
な
る
も
の) 

計画素案の公表・市民意見の募集（パブリックコメント） 

一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン 
（第５次町田市男女平等推進計画）策定・公表 

基本理念【その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして】 

 

国、都、町田市などの各計画 市民アンケートの結果 

社会情勢やトレンド 他自治体の動向 

 

市組織 外部組織 

庁内関係部署 
（各事業担当課） 

男女平等 
参画協議会 

男女平等推進会議 会

議

体 
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６ 計画の構成 

本計画では、男女平等参画社会を実現するために、男女平等参画都市宣言に基づき、基本理念

を設定し、基本理念に基づいて２つのめざすべき姿を設定します。さらに、めざすべき姿ごと

に、その実現に向けた基本目標を設定し、本市が取り組むべき基本施策を定め、施策推進の方向

を明らかにします。 

 

＜ 基 本 理 念 ＞ 本計画のめざしている最終的な目標を示しています。 

＜めざすべき姿＞ 基本理念を達成するための、男女平等施策全体の方向です。 

＜ 基 本 目 標 ＞ めざすべき姿を実現するために、分野ごとに分けて設定された目標です。 

＜ 基 本 施 策 ＞ 基本目標を達成するために行う施策を示しています。 

＜ 施 策 推 進 の 方 向 ＞ 基本施策を支える、施策推進の方向を列記しています。 

 

 

 

 

 

 

凡例（Ｐ.２０～Ｐ.２１に記載の「計画の体系」から抜粋したものです） 

 

  《基本理念》

１．お互いを尊重

し合う意識の醸

成

Ⅰ-１-１ 男女平等参画に関する市民意識の向上

Ⅰ-１-３ 心と体の健康支援

Ⅰ-１-２ 多様性を尊重する意識の浸透

基本目標 基本施策

「その人らしさを発揮できる社会の形成をめざして」

Ⅰ
一
人
ひ
と
り
の
人
権
を

尊
重
す
る
ま
ち

めざす

べき姿

該当ページ

1 年齢層に応じた男女平等参画に関する普及啓発

2 デジタル技術の活用による、男女平等に関する情報や資料等の収集・提供

3 男女平等の視点に立った教育と指導

4 男女平等に関する学習機会の提供と支援

5 男女平等推進団体・グループへの支援及び育成

6 男女平等参画に関する職員への意識啓発

7 性の多様性への理解の促進

8 人権尊重や多様性に関する職員・教職員への意識啓発

9 人権尊重の視点に立った性教育の充実

10 健康支援のための啓発及びイベントの参加・開催

11 性や健康にかかわる相談体制の充実と関係機関相互の連携

12 検査・健診体制の充実

施策推進の方向

P.24

P.25

P.26
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７ 男女平等参画施策を取り巻く主な課題 

男女平等参画社会の形成をめざし、多様性を認め合い、一人ひとりがその人らしく生きることが 

できる社会の実現に向けて、以下の課題が挙げられます。 

 

（１）男女の平等感  

町田市の男女平等参画意識は、２０１６年度と比較して高まっているものの、依然として固定的 

な性別役割分担意識は根強く残っています。そこで、幅広い年齢層に応じた啓発手法を検討し、継

続的に市民意識の醸成を図る必要があります。 

 

（２）多様な性の尊重  

 性の多様性について、正しい知識の習得や理解の促進が求められます。また、周囲の人たちの知 

識や理解の不足による無意識の言動などが、性的マイノリティ（性的少数者）の方の生きづらさに 

もつながっています。そこで、多様性を認め合う意識の醸成や、性的マイノリティの方の生きづら 

さの解消をめざす必要があります。 

 

（３）ＤＶに対する認知度の向上と被害者支援  

 新型コロナウイルス感染症により、今まで潜在化していたＤＶ被害の顕在化・深刻化が懸念され 

ており、ＤＶ相談件数は増加しています。そこで、これまで行ってきたＤＶ防止啓発や被害者支援 

なども含め、引き続き、意識醸成や支援に取り組んでいく必要があります。 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた育児・介護の支援  

 近年、共働き世帯が増加していますが、依然として家事・育児・介護の負担が女性に偏っていま 

す。また、男性は長時間労働の傾向があり、家庭生活や地域活動に関わりたくても関われていない 

のが実情です。そこで、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、男女平等参画の視点から、育 

児・介護等の支援を行い、様々なライフスタイルに合った働き方をサポートする体制を構築してい 

く必要があります。 

 

（５）審議会等（政策・方針決定過程）への女性の参画促進  

 市の政策・方針決定過程に関わる審議会等の委員について、依然として女性の割合が低い状況で 

す。そこで、多様な視点で行政施策などの方針決定ができるよう、引き続き、審議会等への女性の 

参画を促す必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  




